
事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

障
害
者
就
職
面
接
会

参
加
事
業
所
募
集

　
障
害
者
を
対
象
と
し
た
就
職
面
接

会
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
参
加
事
業

所
を
募
集
し
ま
す
。

　
障
害
者
雇
用
を
検
討
し
て
い
る
事

業
所
は
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

時 

１１
月
２８
日（
水
）午
後
１
時
～
３
時

３０
分

所
ラ
イ
ズ
ヴ
ィ
ル
都
賀
山
５
階

参
加
資
格　
市
内
に
就
業
場
所
が
あ

り
、障
害
者
雇
用
を
検
討
し
て
い
る

事
業
所

定 

先
着
１５
社

申 

１０
月
３１
日（
水
）ま
で
に
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 
商
工
観
光
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
３
１

　
5（
５
８
２
）１
１
６
６

多くの企業の
ご参加をお待ち

しています。

公
的
年
金
な
ど
を
受
給
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま
へ

扶
養
親
族
等
申
告
書
を

提
出
さ
れ
ま
し
た
か

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
申
告
が
必

要
な
人
に
平
成
３１
年
分
の
扶
養
親
族

等
申
告
書
が
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

扶
養
し
て
い
る
親
族
が
い
な
く
て
も

提
出
が
必
要
で
す
。

　
１０
月
３１
日（
水
）ま
で
に
同
封
の
返

信
用
封
筒
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

扶
養
親
族
等
申
告
書

　
お
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０（
０
８
１
）２
４
０

　
日
本
年
金
機
構
草
津
年
金
事
務
所

　
☎（
５
６
７
）２
２
２
０

　
5（
５
６
２
）９
６
３
８

　
国
保
年
金
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
２
０

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

守山市空き家情報バンク開設
活用していない空き家を登録しませんか

問 企画政策課　☎（582）1162　5（582）0539

　10月1日から守山市空き家情報バンクを開設しました。
　空き家情報バンクは、空き家の売買・賃貸などを希望する空き家所有者から申し込みを受けた情報を、ホー
ムページなどで公開し、市内への定住などを目的として空き家の利用を希望する人に情報提供する制度です。
　「売りたい」「貸したい」と考えている空き家所有者の皆さま、「買いたい」「借りたい」と考えている空き家利
用希望者の皆さまは、上記までお問い合わせください。
※ 本市の空き家情報バンクに申し込まれた空き家の仲介については、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会

が指名する宅建業者により行います。

※注：  ・申し込みには手続きに必要な書類の提出が必要です。詳しくは市ホームページまたは企画政策課までお問い合わせください。
　　　・ 売買や賃貸などの契約が成立した際は、県宅地建物取引業協会に対して、仲介にかかる費用が発生します。

空
き
家

所
有
者

守山市
空き家バンク

滋賀県宅地
建物取引業協会

依頼

空き家登録

利用者登録

物件交渉
申し込み

売りたい 買いたい

貸したい 借りたい

①

物件確認
媒介契約

③

②

1

2

4
媒介契約

交渉

空
き
家

利
用

希
望
者

3
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